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紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
中
川
文
部
科
学
大
臣
の
教
育
権
を
否
定
す
る
違
法
・
不
当
介
入
な
国
会
答
弁
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
無
償
に
関
す
る
法

律
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
は
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
は
、
無
償
と
す
る
。
」
と
、
同
条
第
二
項
は
「
前

項
に
規
定
す
る
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。
」
と
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
お
り
、
同
条
第
二
項
を
受

け
て
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
無

償
措
置
法
」
と
い
う
。
）
が
、
国
が
教
科
用
図
書
を
無
償
給
付
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
等
を
規
定
し
て
い
る
。

無
償
措
置
法
第
三
条
は
「
国
は
、
・
・
・
第
十
三
条
・
・
・
の
規
定
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
も
の
を
購
入
し
、
義
務
教
育
諸

学
校
の
設
置
者
に
無
償
で
給
付
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
無
償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
は
、
無
償
措
置

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
採
択
地
区
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を
あ
わ
せ
た
地
域
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
採
択
地
区
内
の
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
採
択

地
区
内
の
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
協
議
し
て
種
目
ご
と
に
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し

一



て
い
る
。
沖
縄
県
八
重
山
採
択
地
区
に
お
い
て
は
、
八
重
山
採
択
地
区
協
議
会
の
規
約
に
従
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
結
果
が
無

償
措
置
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
当
た
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
沖
縄

県
教
育
委
員
会
に
対
し
、
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
同
採
択
地
区
内
の
各
市
町
教
育
委
員
会
が
同
一
の
教
科
用
図
書
を
採
択
す

る
よ
う
指
導
を
行
う
こ
と
を
指
導
・
助
言
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
採
択
地
区
内
の
石
垣
市
及
び
与
那
国
町
の
各
教
育

委
員
会
は
、
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
教
科
用
図
書
を
採
択
し
て
お
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
採
択
を
行
っ
た
と
同
視
で
き
る

こ
と
か
ら
、
無
償
措
置
法
に
よ
り
国
が
そ
の
採
択
に
係
る
教
科
用
図
書
を
無
償
で
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、

竹
富
町
教
育
委
員
会
は
、
こ
の
結
果
と
異
な
る
教
科
用
図
書
を
採
択
し
て
お
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
採
択
を
行
っ
た
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
無
償
措
置
法
第
三
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
無
償
措
置
法
に
よ
り
国
が
そ
の
採
択
に
係
る
教
科

用
図
書
を
無
償
で
給
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

他
方
、
無
償
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
趣
旨
は
、
児
童
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者
に
教
科
用
図
書
の
費
用
を
負
担
さ

せ
な
い
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
竹
富
町
教
育
委
員
会
が
あ
く
ま
で
同
協
議
会
の
規
約
に
従
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
結
果
と
異
な
る

教
科
用
図
書
を
採
択
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
、
無
償
措
置
法
に
よ
り
国
が
無
償
で
給
付
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
児
童
生
徒
に
教
科
用
図
書
が
行
き
渡
ら
な
い
と
い
う
事
態
を
避
け
、
か
つ
、
無
償
に
関
す
る
法

二



律
第
一
条
第
一
項
の
趣
旨
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
竹
富
町
に
お
い
て
教
科
用
図
書
を
購
入
し
、
こ
れ
を
児
童
生
徒
に
無
償

で
給
与
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
一
義
的
な
責
任
を
負
う
市
町
村
に

お
い
て
、
国
に
よ
る
無
償
措
置
に
よ
ら
ず
、
自
ら
教
科
用
図
書
を
購
入
し
、
こ
れ
を
児
童
生
徒
に
無
償
で
給
与
す
る
こ
と
は
、

無
償
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
反
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
無
償
措
置
法
に
よ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
。御

指
摘
の
文
部
科
学
大
臣
の
答
弁
は
、
以
上
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
）
第
十
四
条
は
、
教
科
書
の
発

行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
「
発
行
者

に
そ
の
発
行
す
べ
き
教
科
書
の
種
類
及
び
部
数
を
指
示
」
す
る
た
め
に
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県

教
育
委
員
会
が
当
該
都
道
府
県
内
の
「
教
科
書
の
需
要
数
を
・
・
・
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
」
す
る
期
限
を
定
め
た
も
の
で

あ
り
、
採
択
地
区
の
変
更
の
時
期
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。

無
償
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
は
、
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
つ
い
て
、
市
若
し
く
は

三



郡
の
区
域
又
は
こ
れ
ら
の
区
域
を
あ
わ
せ
た
地
域
に
、
教
科
用
図
書
採
択
地
区
・
・
・
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
規
定
し
て
お
り
、
採
択
地
区
を
設
定
す
る
際
の
最
小
単
位
は
市
又
は
郡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
内
の
竹
富

町
及
び
与
那
国
町
を
単
独
の
採
択
地
区
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四


